
規

則 

埼
玉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
号 

 
 

 

埼
玉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

第
三
十
一
条
た
だ
し
書
及
び
第
三
十
五
条
た
だ
し
書
中
「
、
違
約
金
そ
の
他
」
を
「
及
び
違
約

金
（
あ
ら
か
じ
め
調
定
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
」
に
改
め
、
「
行
う
も
の
」
の
下
に
「
及

び
第
三
十
九
条
の
二
の
納
付
書
兼
領
収
書
に
よ
る
納
付
を
受
け
た
後
に
調
定
を
行
う
も
の
」
を
加

え
る
。 

 

第
三
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
納
付
書
兼
領
収
書
に
よ
る
歳
入
の
納
付
） 

第
三
十
九
条
の
二 

歳
入
徴
収
権
者
は
、
政
令
第
百
五
十
四
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る

納
入
の
通
知
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
納
付
書
兼
領
収
書
に

よ
り
納
付
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
四
十
条
第
一
項
中
「
納
入
通
知
書
兼
領
収
書
」
の
下
に
「
、
納
付
書
兼
領
収
書
」
を
加
え
る
。 

 

別
記
の
表
二
十
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

    

様
式
第
二
十
三
号
（
七
）
の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。 

 

２
３
の
２

 
納
付
書
兼
領
収
書
、
納
付
書
、
収
納
済
通
知
書

 
３
９
の
２

,
１
２
５

 

 



様式第２３号の２（１）（第３９条の２、第１２５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２３号の２（２）（第３９条の２関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２３号の２（３）（第１２５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


